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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年８月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２５年１１月１９日 ０２時４５分ごろ 

発生場所 北海道稚内市稚内港の北副防波堤西端付近 

 稚内港北防波堤灯台から真方位３２３°４８０ｍ付近 

 （概位 北緯４５°２５.１′ 東経１４１°４１.６′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八栄光
えいこう

丸、１９トン 

 ＡＭ２－５４６０（漁船登録番号）、個人所有 

 １８.９９ｍ（Lr）×４.３７ｍ×１.７８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２９４.２kＷ、平成５年３月２０日 

 第２１２－７７６９号（船舶検査済票の番号）  

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年５月８日 

  免許証交付日 平成２１年１２月１７日 

         （平成２７年５月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首船底外板に亀裂、凹損及び擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長ほか甲板員２人が乗り組み、北海道礼文町礼文島南南

西方沖でのいか一本釣りの操業を終え、水揚げのため、稚内港に向け

て航行した。 

 本船は、船長が、単独で操舵室中央の舵輪の後方に立ってレーダー

及び目視で見張りに当たり、視界が良く、月明かりの下で防波堤を視

認することができたので、近道しようと思い、稚内港北防波堤と北副

防波堤との間の水路（以下「本件水路」という。）に向け、自動操舵

の操舵用ダイヤルで針路を微調整しながら、約８～９ノットの対地速

力で南南東進中、平成２５年１１月１９日０２時４５分ごろ北副防波

堤西端付近に設置された消波ブロック（以下「本件消波ブロック」と

いう。）に衝突した。 

 本船は、船長が衝撃を感じて直ちに機関を後進にかけたところ、本
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件消波ブロックから離れ、自力航行して稚内港の岸壁に着岸した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

月出時刻 １８日１６時３３分、月齢 １５.１ 

 その他の事項 

 

 北副防波堤は、北防波堤の東方沖に築造された東西に延びる長さ約

９５０ｍの防波堤であり、西端付近に複数の消波ブロックが設置され

ており、高潮時には同ブロックの一部が水面下になるような高さであ

った。 

 船長は、ふだん、稚内港を出港するときに本件水路を航行していた

ので、本件消波ブロックが存在することを知っており、夜間の入港時

には本件水路を航行することはほとんどなく、北副防波堤東側の広い

水路を航行していた。 

 船長は、稚内市野寒布
のしゃっぷ

岬沖を通過後、陸岸に近づき過ぎないよう、

右舷方の海岸線等に注意を向けて航行していた。 

 本船の操舵装置は、操舵用ダイヤルを左又は右に５°以上回せば、

それぞれの側に舵が取られ、０°にすれば、再び自動操舵の状態に戻

るようになっていた。 

 甲板員２人は、後部の船室で仮眠をとっていた。 

 本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約１.８ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、稚内港に入港しようとし、本件水路に向けて南南東進中、

船長が、右舷方の海岸線等に注意を向けていたことから、北副防波堤

寄りを航行していることに気付かず、本件消波ブロックに衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、稚内港に入港しようとし、本件水路に向

けて南南東進中、船長が、右舷方の海岸線等に注意を向けていたた

め、北副防波堤寄りを航行していることに気付かず、本件消波ブロッ

クに衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間、稚内港に入港する場合は、北副防波堤東側の広くて安全な

水路を航行し、見張りを適切に行うこと。 

 


